
 

○名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス会議室等使用内規 

 

制定 平成 27 年 6 月 16 日 

改正 平成 29 年 4 月 12 日 

改正 令和 2 年 1 月 6 日 

改正 令和 3 年 6 月 21 日 

改正 令和 5 年 1 月 17 日 

改正  令和 6 年 12 月 17 日 

 

（趣旨） 

第 1 条 名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス（以下「NIC」という。）の Idea Stoa，

エントランスホール及び大会議室（以下「会議室等」という。）の使用に関し必要な事項は，東海

国立大学機構固定資産貸付基準(令和 2 年 4 月 1 日機構基準第 8 号)に定めるもののほか，この内

規の定めるところによる。 

 

（管理運営及び管理責任者） 

第 2 条 会議室等の運営は，名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部（以下「本部」という。）が行

う。 

2 会議室等に管理責任者を置き，本部の長をもって充てる。 

3 管理責任者は，会議室等の管理に関する業務を掌理する。 

 

（使用の範囲） 

第 3 条 会議室等の使用の範囲は，名古屋大学ナショナルイノベーションコンプレックス規程（平成

26 年度規程第 64 号）第 7 条の規定に基づき，NIC の研究室等の使用の許可を受けた組織が主催す

る国際科学イノベーション推進に関する会合及び行事に使用するもののほか，次の用途に使用するこ

とができる。 

 一 本学又は本学の部局が主催する教育，学術及び文化に関する会合及び行事 

 二 本学の職員等が主催し，本学の活動として行う教育，学術及び文化に関する会合及び行事 

三 本学の職員が関係する学会その他の学術団体が主催して行う会合及び行事 

 四 その他管理責任者が適当と認めた会合及び行事 

 

（使用できない日） 

第 4 条 会議室等を使用できない日は，次のとおりとする。 

 一 土曜日及び日曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

 三 年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日） 

 四 東海国立大学機構職員の勤務時間，休暇等に関する規程(令和 2 年 4 月 1 日機構規程第 30 号)第

25 条第 2 項の規定により，大学が定める日 



2 前項の規定にかかわらず，管理責任者が必要と認めたときは，開室又は閉室することができる。 

 

（使用時間） 

第 5 条 会議室等の使用時間は，午前 9 時から午後 5 時までとする。ただし，管理責任者が必要と認

めたときは，この限りではない。 

 

（使用の申請） 

第 6 条 会議室等の使用を希望する者は，別記様式による使用許可申請書を管理責任者に提出し，そ

の許可を得なければならない。なお，飲食を伴う使用を希望する場合には，その旨，使用許可申請

書に記載するものとする。 

2 会議室等の使用申請は，次の各号に掲げる期間受け付けるものとする。 

一 第 3 条本文に定める使用申請 使用しようとする日の 1 年前から 1 週間前まで 

二 第 3 条第 1 号及び第 2 号に定める使用申請 使用しようとする日の 6 月前から 1 週間前まで 

三 第 3 条第 3 号及び第 4 号に定める使用申請 使用しようとする日の 3 月前から 1 月前まで（た

だし，国際的な会合及び行事（日本を含む 3 国以上から 50 名以上の参加がある会合及び行事をい

う。）の使用申請の場合は，使用しようとする日の 6 月前から 1 月前まで） 

3 前項の規定にかかわらず，使用料金が発生する会合及び行事の使用申請は，使用しようとする日の

1 月前までに行うものとする。 

4 第 2 項において，次の各号に掲げる申請の場合，当該各号に定める期間は，仮予約期間とする。 

 一 第 2 項第 1 号から第 3 号本文までに定める使用申請 使用しようとする日の 1 月前まで 

 二 第 2 項第 3 号ただし書に定める使用申請 使用しようとする日の 3 月前まで 

 

（使用の許可） 

第 7 条 管理責任者は，前条の使用申請を適当と認めたときは，必要な条件を付して使用許可を行う

ものとする。ただし，管理責任者が，前条第 4 項に規定する仮予約期間に使用申請を適当と認めた

ときは，仮予約期間終了時に使用許可を行うものとする。 

 

（使用料） 

第 8 条 会議室等の使用料等（以下「使用料」という。）の額は，別に定める。 

 

（使用料の納入） 

第 9 条 第 7 条により使用の許可を得た者（以下「使用者」という。）は，予算または費用の振替によ

り所定の使用料を納入するものとする。ただし，政府補助金等で納入する場合や使用者が学外の団

体の場合においては，本学の発行する納入依頼書によるものとする。また，使用者が学外の団体の

場合においては，所定の使用料を使用日の前日までに所定の納入先へ納入しなければならない。 

2 既納の使用料は，返納しない。ただし，天災，事故その他の使用者の責任によらない理由で使用で

きなくなったときは，その一部又は全部を返納することができるものとする。 

 

（使用者の注意義務） 



第 10 条 使用者は，この内規及び別に定める使用者心得を遵守するとともに，会議室等の施設，備品

等を，善良な管理者の注意をもって，常に良好な状態で使用しなければならない。 

 

（目的外使用の禁止） 

第 11 条 使用者は，使用が許可された目的以外の目的のために会議室等の施設，備品等を使用し，又

は第三者に使用させてはならない。 

 

（使用許可の取消し等） 

第 12 条 管理責任者は，使用者がこの内規及び第 7 条第 1 項の規定により付された使用の条件に違反

したと認めるときは，当該使用者の使用許可を取り消し，又は使用を中止させることができる。 

 

（使用許可内容等の変更及び使用の中止） 

第 13 条 使用者は，第 7 条第 1 項の規定により使用の許可を受けた内容について変更する必要が生じ

たとき，又は使用を中止しようとするときは，直ちにその旨を管理責任者に申し出て，その許可を

得なければならない。 

 

（原状回復の義務） 

第 14 条 使用者は使用を終了したとき又は第 12 条の規定により使用を中止させられたときは，直ち

に使用した施設，備品等を原状に回復しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 15 条 使用者が故意又は重大な過失により当該使用に係る会議室等の施設，備品等を滅失，破損又

は汚損したときは，その損害を賠償しなければならない。 

 

（事務） 

第 16 条 会議室等の使用に関する事務は，研究協力部において処理する。 

 

（雑則） 

第 17 条 この内規に定めるもののほか，会議室等の使用に関し必要な事項は，NIC 及び TOIC 名古

屋サイト運営委員会の議を経て，本部長が定める。 

 

附 則 

この内規は，平成 27 年 6 月 16 日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年 4 月 12 日から施行する。 

 

   附 則 

 この内規は，令和 2 年 1 月 6 日から施行する。 



 

   附 則 

 この内規は，令和 3 年 6 月 21 日から施行する。 

 

   附 則 

 この内規は，令和 5 年 1 月 17 日から施行する。 

 

 附 則 

 この内規は，令和 6 年 12 月 17 日から施行する。 


